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下水道（農集排）事業の 

収支の状況について 
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下水道（農集排）事業は 

 

下水道事業・・・下水道事業特別会計 
 

農集排事業・・・農業集落排水事業特別会計 

 

 ともに市の会計（一般会計）とは分離された 

会計（特別会計）で管理・運営されています 
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公共下水道（農集排） 用語の説明・算出根拠 

項   目 単位 用語の説明・算出根拠   

整備人口（住民基本台帳） 人 
下水道（農集排）が使用できる人数 
（住民基本台帳に基づくもの） 

下水道～H28 実績 H29～ 経営戦略(H29.3策定)から 
農集排についても上記に同じ  

水洗化人口（住民基本台帳） 人 
下水道（農集排）が使用している人数 
（住民基本台帳に基づくもの） 

水洗化率 ％ （水洗化人口／整備人口）×100 

歳 
 

 
 

入 

下水道（農集排）使用料 千円 平成22年４月使用分から平均＋12.5％の料金改定で、下水農集排とも同じ使用料体系 

国・県補助金・受益者負担金等 千円 国・県、受益者（市民）からの補助金・負担金で建設改良費等に充てる財源 

起債 千円 下水道（農集排）事業に伴う借入金（建設債、資本費平準化債、特別措置分） 

  内建設債 千円 建設改良費に充てる借入金 

  内資本費平準化債 千円 公債費（償還元金）を平準化するための借入金  

  内特別措置分 千円 
特別措置による借入金 （H17以前の償還元金合計額の１割 交付税措置が７割 ⇒ ６割） 
平成３１年度からは、人口密度減少により、借り入れが同意されない見通しである。 

一般会計繰入金 千円 一般会計から下水道（農集排）会計へ繰り入れている金額 

  内雨水関連分 千円 雨水整備事業で一般会計から下水道会計へ繰り入れている金額 

その他 千円 不用品売却代等のその他財源 

歳 
 

 

出 

維持管理費 千円 管理委託料、電気代、汚泥処分費、使用料徴収、人件費に係る費用等 

建設費（資本費） 建設改良費 千円 汚水管渠、雨水排水路、処理場の新設・更新に係る費用 

公債費 
 
資本費 

償還元金 千円 返済する借入金の元金 

償還利子 千円 返済する借入金の利子 

  内使用料負担分 千円 
償還元利金の内、使用料（私費）負担が望ましいとされる金額 
 償還元利金－（借換債＋資本費平準化債＋特別措置分）×4/10※  （農集排は3/10） 
 ※平成３１年度からは下水道についても3/10になる見通し 

  内公費負担分 千円 
償還元利金の内、繰入金等（公費）負担が望ましいとされる金額 
 償還元利金－（借換債＋資本費平準化債＋特別措置分）×6/10  （農集排は7/10） 
 ※平成３１年度からは下水道についても7/10になる見通し 

使用料負担分 千円 維持管理費＋(起債償還元金・利子の内、使用料負担分) 

使用料過不足分 千円 使用料負担分－下水道（農集排）使用料  マイナスの場合は、不足 
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国が指導する下水道（農集排）会計と財源内訳 
（平成１８年度以降） 

建設費（資本費） 
建設改良費 

公債費 （資本費） 

維持管理費 
  

10 
公共  農集排 

  6   (7) 
 Ｈ31～ 
  7   (7) 

公共  農集排 

 4   (3) 
Ｈ31～ 
 3   (3) 

  

  

  

  
  
  

  

国・県補助金 
起債（建設債） 
受益者負担金等 

 起債 
  資本費 
  平準化債 
  特別措置分 

一般会計 
繰入金等 

 

使用料 

交付税 ７/１０ 
市税等 ３/１０ 7 



公債費の償還財源 

公共下水道（分流式） 

公債費償還額（全額） 

 

実質借換 
 

特別措置分 
H31～同意されない見通し 

雨
水
１
割 

 汚水  
 ～Ｈ30 ５割 (人口密度 25人/ha以上) 
 Ｈ31～６割 (人口密度 25人/ha未満) 

使用者負担 
Ｈ30まで４割 
Ｈ31から３割 

        

  
起債 
借入 

  
一般会計 
繰入金等 

  使用料   

内 交付税 ７割 
  市税  ３割 

農業集落排水事業 

資本費平準化債 
雨
水
１
割 

汚水６割 
使用者負担 

３割 

Ｈ３０まで合計６割、Ｈ31～７割 Ｈ３０まで ４割、 
Ｈ３１～ ３割 
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